
平成29年３月

【長崎県サイバーセキュリティに関する

相互協力協定機関】

１ 概要

SNS等のインターネット関連の犯罪に巻き込まれたり、利用過多による身体面・心理面への

悪影響等の問題が増加しています。

このような状況に対応するためには、情報セキュリティやストレス等に関する重要かつ基本

的な事項について理解しておく必要があります。

特に４月は、生活形態が大きく変化する時期であるため、長崎大学では、例年大学の新入生

を対象として、情報セキュリティに関する特別授業を実施していますが、生活形態が変化する

のは、何も新入生だけではなく、県民の皆さんも同じであるため、今回はこの特別授業が一般

公開されることとなりました。

２ 特別授業の講義内容 題目：「情報セキュリティとＩＣＴの健全な活用」

(1) 特別授業の目的

(2) インターネットに関わる脅威とセキュリティリスク

(3) 日常から注意すべきセキュリティ対策

(4) ＩＣＴの健全な利活用について

３ 実施日時

(1) ４月10日(月) 16時10分～17時40分

(2) ４月11日(火) 16時10分～17時40分

(3) ４月13日(木) 16時10分～17時40分

(4) ４月14日(金) 16時10分～17時40分

４ 実施場所

長崎大学文教キャンパス 中部講堂

５ 問合せ先

長崎大学学術情報部情報企画課

（電話 095-819-2021 E-mail: jyoho@ml.nagasaki-u.ac.jp）

６ 申し込み方法

別添チラシの参加申込欄をご確認ください。

※ サイバーセキュリティに関する貴重な講話を受講することができます。

協定締結機関の皆さんはもちろん、関係機関の方にも情報提供していただき、多数の

ご参加をお願いします。

本情報は、長崎県サイバーセキュリティに関する相互協力協定に基づき
情報提供しています。
提供すべき情報があれば、警察本部サイバーセキュリティ戦略室まで

ご連絡ください。
長崎県警察本部 095-820-0110（2661・2662） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 103107@police.pref.nagasaki.jp

長崎大学において情報セキュリティに関する特別授業が開催されます！！
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